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2

家庭教育について
の学習機会の提供

保 護 者 等 を 対 象
に、男女共同参画
に視点をおいた研
修 会 等 を 実 施 す
る。※託児等を設
ける。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
家庭教育について有意義な学習内容や実施方法を
検討し、実施する。

【生涯学習課社会教育係】
令和3年度は家庭教育講演会を実施せず、家庭教
育を目的とした体験活動「チャレンジキャンプ」を実
施予定であり（3/20）、家庭教育力の向上を図る。 Ａ

【生涯学習課社会教育係】
家庭教育について有意義な学習内容や実施方法を
検討し、実施する。

生涯学習課（社会教育係）

3

相談窓口の充実 教 育 相 談 を 充 実
し、男女共同参画
や性教育について
の対応ができるよう
にする。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
相談事案等がある場合には、必要に応じてスクー
ルカウンセラーによる相談対応を行う。

【学校教育課学校教育係】
相談事案に対して、学校で対応を行った。スクールカ
ウンセラーにつなぐ事案はなかった。

Ａ

【学校教育課学校教育係】
相談事案等がある場合は学校で対応を行い、必要
に応じてスクールカウンセラーによる相談対応を行
う。

学校教育課（学校教育係）

目標
施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和3年度実施目標・計画 令和3年度実施状況・結果 令和3年度

達成度 令和4年度実施目標・計画 担当課

保護者等への研
修・啓発の充実

1
Ⅰ
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女
共
同
参
画
の
意
識
づ
く
り

１
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庭
生
活
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男
女
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同
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画
の
推
進

①
家
庭
で
の
意
識
改
革

【生涯学習課社会教育係】
国や県などから提供される男女共同参画の視点に
立った家庭教育についての情報を、関係部署を通じ
て周知し情報の共有を図った。

【学校教育課学校教育係】
保護者に関わる内容の講演会を実施する際、保護
者に対しても案内を行った。また、中学校の新制服
を検討する制服検討委員会に、小中学校の保護者
に参加してもらった。

【健康・こども課子育て支援係】
保育園・幼稚園・子育て支援センターを利用している
保護者に対して新たに提供できる情報はなかった。

保護者等を対象
に、男女共同参画
に関する研修等の
情報提供や啓発の
充実を図る。

生涯学習課（社会教育係）
学校教育課（学校教育係）
健康・こども課（子育て支援係）

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画の視点に立った家庭教育についての
情報提供を町内の学校などに行い、情報共有を図
る。
また、保護者が参加しやすい研修の周知・案内に努
めることで研修を受ける機会を増やし、家庭生活に
おける男女共同参画啓発の充実を図る。

【学校教育課学校教育係】
学校にて男女共同参画に関する講演会等を行う場
合に、保護者にも関わる内容であれば積極的な参
加の呼びかけを行う。

【健康・こども課子育て支援係】
保育園・幼稚園・子育て支援センターを利用してい
る保護者に、男女共同参画に関する情報提供等を
行う。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画の視点に立った家庭教育についての
情報提供を町内の学校などに行い、情報共有を図
る。
また、保護者が参加しやすい研修の周知・案内に努
めることで研修を受ける機会を増やし、家庭生活に
おける男女共同参画啓発の充実を図る。

【学校教育課学校教育係】
学校にて男女共同参画に関する講演会等を行う場
合において、保護者にも関わる内容であれば積極
的な参加の呼びかけを行う。

【健康・こども課子育て支援係】
保育園・幼稚園・子育て支援センターを利用してい
る保護者に、男女共同参画に関する情報提供等を
行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧
(令和3年度推進結果・令和4年度実施計画）

●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし
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年度
令和3年度実施目標・計画 令和3年度実施状況・結果 令和3年度

達成度 令和4年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧
(令和3年度推進結果・令和4年度実施計画）

●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

4

人権教育の推進 男女共同参画教育
の基盤である、男
女平等・人権尊重
の教育課程を推進
する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

　【学校教育課学校教育係】
学習指導要領に従い、年間を通して発達段階に応じ
た教育を実施した。（主に道徳の授業） Ａ

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

学校教育課（学校教育係）

5

男女共同参画の視
点に立った進路指
導の徹底

固定的な性別役割
分担意識にとらわ
れることなく、個人
の希望や適正を重
視し、職業や進学
先を選択できるよう
なキャリア教育を推
進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
進路説明について、高校との連携を図り積極的な
情報提供を行う。また、中学校においては性別役割
分担意識にとらわれない、職場体験を行う。

【学校教育課学校教育係】
進路説明会において、各高校から来校してもらい校
風等を説明してもらうことで、自分にあった進学先を
検討する機会を設けることができた。また、職場体験
は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により実
施することができなかった。

Ａ

【学校教育課学校教育係】
進路説明について、高校との連携を図り積極的な
情報提供を行う。また、中学校では性別役割分担意
識にとらわれない、職場体験の実施を行う。

学校教育課（学校教育係）

6

7

性に関する指導の
充実

性に関する有害情
報の氾濫や、性行
為の低年齢化等の
現状を踏まえ、発
達段階に応じた性
教育を推進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

【学校教育課学校教育係】
学習指導要領に従い、年間を通して発達段階に応じ
た教育を実施した。（主に道徳、保健体育の授業）

Ａ

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

学校教育課（学校教育係）

8

教職員等の男女共
同参画意識の醸成

教職員、保育士や
幼稚園教諭等を対
象に男女共同参画
に関する研修会等
の周知を行い、男
女共同参画意識の
醸成に努める。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

 【学校教育課学校教育係】
教職員等を対象とした人権研修の周知を図る。

【健康・こども課子育て支援係】
保育士や幼稚園教諭等に男女共同参画に関する
情報提供等を必要に応じて行い、男女共同参画の
推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
保育士や幼稚園教諭等を対象とした人権研修の周
知を行う。

 【学校教育課学校教育係】
国や県が主催する人権研修について、各学校の教
職員等を対象に周知を行った。

【健康・こども課子育て支援係】
保育士、幼稚園教諭に対しては保育士としてのキャ
リアアップ等のための研修を案内したが、男女共同
参画を主題とする研修の情報提供はできなかった。

【生涯学習課社会教育係】
国、県が主催する人権研修会について、保育所や幼
稚園に周知を行った。

Ａ

 【学校教育課学校教育係】
教職員等を対象とした人権研修の周知を図る。

【健康・こども課子育て支援係】
保育士や幼稚園教諭等に男女共同参画に関する
情報提供等を必要に応じて行い、男女共同参画の
推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
保育士や幼稚園教諭等を対象とした人権研修の周
知を行う。

学校教育課（学校教育係）
健康・こども課（子育て支援係）
生涯学習課（社会教育係）

9

男女共同参画の視
点に立った慣行の
見直し

学校の慣行（行事
や学校生活）を随
時点検し、見直しを
行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
年間を通して点検し、必要に応じて見直す。

【学校教育課学校教育係】
各小中学校での行事や学校生活を通じ、男女共同
参画の視点から点検を行ったが、見直しが必要なも
のはなかった。 Ａ

【学校教育課学校教育係】
年間を通して点検を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

学校教育課（学校教育係）

Ⅰ
　
男
女
共
同
参
画
の
意
識
づ
く
り

２
　
子
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も
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同
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画
の
推
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①
個
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持
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②
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女
共
同
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画
の
教
育
環
境
づ
く
り

Ａ

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
「あしやハンズ・オン・キッズ」（小学生対象）事業を
実施し、様々な体験活動を行うことにより、協調性
や主体性、規範意識を学び社会に適合する力を身
につける機会とする。
「佐野市青少年交流事業」では芦屋町の小中学生
12名が佐野市を訪問し、お互いの文化交流や体験
活動、集団生活を通じ、健全育成を図る。
「りーどぼらんてぃあキッズ事業」では地域における
社会貢献活動を通じて、規範意識や自尊感情を高
め、社会の一員としての責任意識の育成を図る。

学校教育課（学校教育係）
生涯学習課（社会教育係）

「生きる力」を育む
教育の推進

学校教育や生涯学
習の場で、子どもた
ちの生活体験を養
う学習機会を充実

する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
「あしやハンズ・オン・キッズ」（小学生対象）事業を
実施し、様々な体験活動を行うことにより、協調性
や主体性、規範意識を学び社会に適合する力を身
につける機会とする。
「佐野市青少年交流事業」では佐野市の小中学生
20名が芦屋町を訪問し、お互いの文化交流や体験
活動、集団生活を通じ、健全育成を図る。
「りーどぼらんてぃあキッズ事業」では地域における
社会貢献活動を通じて、規範意識や自尊感情を高
め、社会の一員としての責任意識の育成を図る。

【学校教育課学校教育係】
学習指導要領に従い、年間を通して発達段階に応じ
た教育を実施した。（主に家庭科の授業）また、小学
校では、稲刈りを実施した。田植え・餅つきは新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響により中止した。

【生涯学習課社会教育係】
「あしやハンズ・オン・キッズ」は、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響により2つの研修を中止したが、
研修生30名で計5回の様々な体験活動を行った。
「佐野市青少年交流事業」は、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響により中止した。
「りーどぼらんてぃあキッズ事業」は、災害ボランティ
アに関する研修会への参加や芦屋海岸のゴミ拾い
など、年間を通してボランティアに関する活動を行っ
た。
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年度
令和3年度実施目標・計画 令和3年度実施状況・結果 令和3年度

達成度 令和4年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧
(令和3年度推進結果・令和4年度実施計画）

●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

10

出前講座の開催 町内の団体等を対
象に、男女共同参
画に関する出前講
座を開催する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【企画政策課広報情報係】
ホームページ等で、出前講座のさらなる周知を図
る。

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画についての講座の利用について周知
する。

【企画政策課広報情報係】
ホームページや区長会で出前講座を周知した。出前
講座の利用について関連団体に働きかけを行うよう
各課に依頼した。

【生涯学習課社会教育係】
役場や中央公民館の男女共同参画コーナーにおい
て出前講座メニュー表を配架し、男女共同参画につ
いての講座の周知を行った。

Ａ

【企画政策課広報情報係】
ホームページや区長会で出前講座を周知する。出
前講座の利用について関連団体に働きかけを行う
よう各課に依頼する。

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画についての講座の利用について周知
する。

企画政策課（広報情報係）
生涯学習課（社会教育係）

11

人権講演会の実施 人権講演会におい
て、男女共同参画
に関するテーマを
取り入れ、内容の
充実に努める
※託児等を設け
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
人権講演会、人権まつりを行う。
また、講演会開催において、ローテーションする
テーマに男女共同参画を踏まえた内容を検討する。

【生涯学習課社会教育係】
人権講演会は新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により中止となり、オンライン形式で外国人の人権
についての講演会を実施した。
人権まつりは新型コロナウイルス感染症拡大の影響
により中止となり、オンライン形式で障がい者の人権
についての講演会を実施した。
講演会に男女共同参画に関するテーマがない年度
があるため、人権まつりの会場で男女共同参画啓発
パネルを展示することとしているが、人権まつりが中
止となったため、パネルの展示は行えなかった。

【生涯学習課社会教育係】
講演会開催において、ローテーションするテーマに
男女共同参画を踏まえた内容を検討する。
講演会に男女共同参画に関するテーマがない年度
があるため、人権まつりの会場で男女共同参画啓
発パネルの展示を行い、男女共同参画に対する理
解の促進を図る。
（令和4年度は、人権講演会ではインターネット等に
よる人権について、人権まつりでは子どもに関する
人権について講演会を実施する予定。）

生涯学習課（社会教育係）

12

学習講座の開催 公民館等で、男女
共同参画に関する
視点を取り入れた
講座・講演会を開
催する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課公民館・文化係】
令和4年2月19日に、男女共同参画と防災をテーマ
に公民館講座を行う。年齢・性別関係なく幅広く参
加できるような内容とし、男女共同参画に対する啓
発を図る。

【生涯学習課公民館・文化係】
男女共同参画と防災をテーマにした講座は新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響により中止した。

【生涯学習課公民館・文化係】
中央公民館講座で令和4年5月21日に男女共同参
画に関する視点を取り入れた講座を行う。

生涯学習課（公民館・文化係）

13

広 報 紙 や ホ ー ム
ページ等での啓発

広 報 紙 や ホ ー ム
ページなどをはじ
め、あらゆる機会を
とらえて男女共同
参画についての啓
発を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画週間に合わせ、6月号広報紙に男女
共同参画に関する啓発記事を掲載する。また、ホー
ムページなどで、随時啓発を行う。

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画週間（6/23～29）に合わせ、6月号広
報紙に男女共同参画に関する啓発記事「男女共同
参画社会の実現に向けて」の掲載と相談窓口の紹
介を行った。また、ホームページで研修等の紹介を
行った。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画週間に合わせ、6月号広報紙に男女
共同参画に関する啓発記事を掲載する。また、ホー
ムページなどで、随時啓発を行う。

生涯学習課（社会教育係）

14

法令や制度の周知 男女共同参画基本
法や芦屋町男女共
同参画推進プラン
等、各種法令・制度
についての周知を
行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
法令改正や制度変更があれば、広報誌やホーム
ページにて周知を行う。

【生涯学習課社会教育係】
該当する事案がなかったため行っていない。

【生涯学習課社会教育係】
法令改正や制度変更があれば、広報紙やホーム
ページにて周知を行う。

生涯学習課（社会教育係）

15

②
情
報
の
収
集
・

整
備
及
び
提
供

男女共同参画に関
する情報の収集・
提供

男女共同参画に関
する資料や情報を
収集・整備し、提供
する。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
役場、中央公民館に男女共同参画コーナーを設
け、ボランティア活動センターにおいてチラシ等を設
置し、情報提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
役場と中央公民館の男女共同参画コーナーにおい
て、男女共同参画機関紙、各種研修やセミナー情報
チラシなどを配架したほか、広報やホームページで
情報提供を行った。 Ａ

【生涯学習課社会教育係】
役場、中央公民館に男女共同参画コーナーを設
け、ボランティア活動センターにおいてチラシ等を設
置し、情報提供を行う。

生涯学習課（社会教育係）
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和3年度実施目標・計画 令和3年度実施状況・結果 令和3年度

達成度 令和4年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧
(令和3年度推進結果・令和4年度実施計画）

●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

16

各種審議会等委員
への女性の参画促
進

令和4年度までに女
性委員の登用率
30％を目指すため
に、審議会等、政
策・方針決定過程
の場への女性の参
画を促進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
課長会議で女性の参画を促すよう依頼を行うほか、
委員の交代がある審議会等に女性委員の積極的
な登用を促すよう、関係課へ依頼を行う。

【全庁】
各課において、審議会等の委員選出の際は、できる
だけ女性委員の登用率を上げられるよう団体に依頼
した。

【生涯学習課社会教育係】
課長会議で女性の参画を促すよう依頼を行ったほ
か、委員の交代がある審議会等に女性委員の積極
的な登用を促すよう、関係課へ依頼を行った。
＜各種審議会等委員への女性登用率＞
R3.4.1現在22.5%（R2.4.1現在22.1%）

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
課長会議で女性の参画を促すよう依頼を行うほか、
委員の交代がある審議会等に女性委員の積極的
な登用を促すよう、関係課へ依頼を行う。

全庁
（主担当：生涯学習課社会教育
係）

17

各種審議会等の設
置基準の見直し

より多くの住民の方
の参画を促進し、
幅広い意見を施策
に反映するため
に、各種審議会の
設置基準の見直し
を行う。

検
討

廃
止

検
討

検
討

検
討

【全庁】
各種審議会の設置基準の見直しについては、各種
審議会の性質を踏まえ、各課で取り組む。
※企画政策課企画係による各種審議会の統一的な
設置基準の見直しはR２年度に廃止。

【生涯学習課社会教育係】
各課に対し、設置基準の見直しについて周知を行
う。

【生涯学習課社会教育係】
課長会議で女性比率を上げるための他自治体の取
り組みについて紹介し、女性委員の積極的な登用を
促すよう働きかけたが、各種審議会の設置基準の見
直しには至っていない。 Ｂ

【生涯学習課社会教育係】
各課に対し、各種審議会の性質を踏まえて、設置基
準の見直しを行うよう依頼する。

全庁
（主担当：生涯学習課社会教育
係）

18

職場での啓発の充
実

職場における男女
共同参画意識の推
進を図るため、男
女雇用機会均等法
や男女共同参画に
関する啓発を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【産業観光課商工観光係】
広報誌への記事掲載やラックへのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場、中央公民館の男女共同参画
コーナーにおいて、職場、労働環境における男女共
同参画に関する内容を掲載・周知する。

【産業観光課商工観光係】
広報紙への記事掲載やラックへのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行った。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場、中央公民館の男女共同参画
コーナーにおいて、厚生労働省からの通知や各種相
談窓口について掲載・紹介し、情報提供に努めた。

Ａ

【産業観光課商工観光係】
広報紙への記事掲載やラックへのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場、中央公民館の男女共同参画
コーナーにおいて、職場、労働環境における男女共
同参画に関する内容を掲載・周知する。

産業観光課（商工観光係）
生涯学習課（社会教育係）

19

相談窓口の周知 労働や就業に関す
る悩みや、セクシャ
ルハラスメントの被
害者救済のため、
相談窓口の周知を
行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【産業観光課商工観光係】
広報誌への記事掲載やラックへのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙、役場と中央公民館の男女
共同参画コーナーにおいて相談窓口を周知する。

【産業観光課商工観光係】
広報紙への記事掲載やラックへのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行った。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページで相談窓口について掲載、また役場や
中央公民館の男女共同参画コーナーにおいて機関
紙やチラシの配架を行うことで相談窓口について周
知を行った。

Ａ

【産業観光課商工観光係】
広報紙への記事掲載やラックへのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙、役場と中央公民館の男女
共同参画コーナーにおいて相談窓口を周知する。

産業観光課（商工観光係）
生涯学習課（社会教育係）

20

ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する啓発
と情報提供

仕事と生活の両立
を図るために、ワー
ク・ライフ・バランス
の推進に向けた啓
発や育児・介護等
を両立させて働くこ
とができるよう制度
等の情報提供を行
う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【産業観光課商工観光係】
広報誌への記事掲載やラックへのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙で啓発を行うとともに、制度
紹介を行う。

【産業観光課商工観光係】
広報紙への記事掲載やラックへのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行った。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページでワークライフバランスについて制度を
紹介して意識啓発を行うとともに情報提供を行った。

Ａ

【産業観光課商工観光係】
広報紙への記事掲載やラックへのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙で啓発を行うとともに、制度
紹介を行う。

産業観光課（商工観光係）
生涯学習課（社会教育係）

21

再就職に向けた情
報提供

育児や介護を理由
に退職した人を対
象に、再就職支援
に関する情報提供
を行う。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【産業観光課商工観光係】
商工会への情報共有や、ラックでのチラシ配架を随
時行い、セミナー等各種情報提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙で啓発を行うとともに、制度
紹介を行う。

【産業観光課商工観光係】
商工会への情報共有や、ラックでのチラシ配架を随
時行い、セミナー等各種情報提供を行った。

【生涯学習課社会教育係】
育休中の女性を対象にした研修、マザーズハロー
ワークなど就労相談窓口についてホームページに掲
載した。

Ａ

【産業観光課商工観光係】
商工会への情報共有や、ラックでのチラシ配架を随
時行い、セミナー等各種情報提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙で啓発を行うとともに、制度
紹介を行う。

産業観光課（商工観光係）
生涯学習課（社会教育係）

Ⅱ
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和3年度実施目標・計画 令和3年度実施状況・結果 令和3年度

達成度 令和4年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧
(令和3年度推進結果・令和4年度実施計画）

●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

22

啓発の充実 区長や公民館長等
を対象に、男女共
同参画についての
啓発を行うととも
に、地域活動にお
ける意思決定の場
に、女性の参画を
促進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画の啓発チラシを区長会で配布すると
ともに、各自治区内での回覧を依頼する。

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画の啓発チラシを区長会で配布するとと
もに、各自治区内での回覧を依頼した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画の啓発チラシを区長会で配布すると
ともに、各自治区内での回覧を依頼する。

生涯学習課（社会教育係）

23

男女共同参画の視
点に立った地域防
災の推進

地域における自主
防災組織等の育成
にあたっては、女性
の参画を促進し、
被災時の男女の
ニーズの違い等男
女双方の視点に十
分配慮し地域防災
の向上を図る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【総務課庶務係】
今年度予定している地域防災計画を策定するにあ
たり、芦屋町女性・防火防災クラブに防災会議の選
出依頼を行うなど、計画に女性の視点、災害弱者
の視点を反映する。

【総務課庶務係】
地域防災計画の見直しにあたっては、防災会議の委
員に芦屋町女性・防火防災クラブからの選出を新た
に行い、計画の見直しに女性の視点、妊産婦など配
慮を要する災害弱者にも考慮するよう、計画素案を
作成した。（パブリックコメントを経て、令和4年3月に
策定される予定）

Ａ

【総務課庶務係】
地域防災計画に基づき、自主防災組織の育成を図
る。また、避難訓練を行う際には、女性防火防災ク
ラブにも参加いただき、女性の意見を反映する。

総務課（庶務係）

24

男女共同参画の視
点に立った災害発
生時における避難
所等の運営

女性の心身の健康
や問題に対応するた
め、県と連携し電話
相談の実施や避難
所等必要な場所への
女性相談員や保健
師の派遣など、女性
のための相談を実施
します。
また、災害発生時の
避難所等についてマ
ニュアルを作成する
など女性の視点を活
かした運営方法を推
進します。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
災害発生時に県から提供される情報を元に関係部
署と連携を取り、必要な対応を行う。

【総務課庶務係】
令和2年度延期となった、避難所運営訓練等の実施
の県事業を実施する際、要配慮者、女性など災害
弱者の視点を踏まえ、実効性のある内容とする。
避難所マニュアルについては、適時適切にマニュア
ルの見直しを行う。

【生涯学習課社会教育係】
県から提供された男女共同参画の視点に立った災
害対応の取り組みに関する情報を関係部署に提供
した。

【総務課庶務係】
県の避難所運営訓練の実施が採択されたが、新型
コロナウイルス感染症拡大の影響により事業を中止
することとした。
避難所運営マニュアルについては、新型コロナウイ
ルス感染症対策を受けて、見直しを行うとともに、プ
ライバシーの配慮と感染症対策防止のため、個別テ
ントなどを避難所開設時に設置することとしている。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
災害発生時に県から提供される情報を元に関係部
署と連携を取り、必要な対応を行う。

【総務課庶務係】
大規模な災害が発生した時、または避難生活が長
期化する場合には、福岡県精神保健福祉セン
ター、宗像・遠賀保健福祉環境事務所などと連携
し、相談体制を構築する。また、避難所マニュアル
については、国、県の通知等をもとに適時適切にマ
ニュアルの見直しを行う。

生涯学習課（社会教育係）
総務課（庶務係）

25

研修会等への参加
促進

地域を担う女性
リーダー育成を図
るために、各種研
修会や、県主催の｢
女性研修の翼｣等
の情報を提供し参
加を促進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
国・県等が主催する各種研修会、講座等のチラシを
役場や中央公民館の男女共同参画コーナー等に設
置し、周知する。

【生涯学習課社会教育係】
国・県等が主催する各種研修やフォーラムなどのチ
ラシを役場や中央公民館の男女共同参画コーナー
にて配架したほか、ホームページで周知した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
国・県等が主催する各種研修会、講座等のチラシを
役場や中央公民館の男女共同参画コーナー等に設
置し、周知する。

生涯学習課（社会教育係）

26

団体等の育成・支
援

男女共同参画に関
する活動を行って
いる団体等に対し
て、団体活動の活
性化に向けた支援
を行う。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
女性が活動しているボランティア活動センター登録
団体に対し、活動場所の提供を行う。また、必要に
応じて指導助言を行い、活発な活動が行われるよう
支援を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ボランティア活動センター登録団体に対し、活動場
所を提供したほか、随時相談に応じ助言を行うこと
で、活発に活動が行われるよう支援を行った。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
女性が活動しているボランティア活動センター登録
団体に対し、活動場所の提供を行う。また、必要に
応じて指導助言を行い、活発な活動が行われるよう
支援を行う。

生涯学習課（社会教育係）
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和3年度実施目標・計画 令和3年度実施状況・結果 令和3年度

達成度 令和4年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧
(令和3年度推進結果・令和4年度実施計画）

●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

27

心身の健康づくりに
関する啓発

男女が心身の健康
に関し、自己管理
ができるように、健
康に関する問題に
ついての学習機会
の提供や情報提供
等の啓発を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
広報あしやの｢健幸な町あしや」のコーナーで、健康
情報の提供を行う。
住民から興味をもって読んでもらえるような内容の
工夫を行う。
ホームページで最新情報を発信する。

【健康・こども課健康づくり係】
広報あしやの「健幸な町あしや」のコーナーで健康情
報の提供を行った。時期に合わせた健康情報を掲載
し、読んでもらえる工夫を行った。
ホームページでは新型コロナウイルス感染症情報な
どを発信した。

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
広報あしやの「健幸な町あしや」のコーナーで健康
情報の提供を行う。住民から興味をもって読んでも
らえるように内容の工夫を行う。
ホームページで最新情報の発信を行う。

健康・こども課（健康づくり係）

28

29

健康相談の充実 各ライフステージで
起こる健康問題、
特に更年期に出現
しやすい症状や心
の問題について、
相談体制を充実す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
各保健事業会場や窓口、電話などで随時相談を受
け付ける。

【福祉課高齢者支援係】
老人憩の家で月に1回の健康相談や介護予防教
室、サロン、家庭訪問、電話等で健康相談を行う。

【健康・こども課健康づくり係】
健診結果説明会や窓口、電話、各保健事業会場な
どで随時健康相談を行った。
相談件数：436人

【福祉課高齢者支援係】
老人憩の家での月1回の健康相談は、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響により実施しなかった。電
話等で相談があった場合に、健康相談を実施した。

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
各保健事業会場や窓口、電話などで随時相談を受
け付ける。

【福祉課高齢者支援係】
老人憩の家で月に1回の健康相談や介護予防教
室、サロン、家庭訪問、電話等で健康相談を実施す
る。

健康・こども課（健康づくり係）
福祉課（高齢者支援係）

30

31

妊娠から出産まで
の保健対策の充実

妊娠から出産まで
の心と体に関する
相談や指導を行う
とともに、夫婦で学
習する機会を増や
すなど保健対策を
充実する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
母子健康手帳交付⇒妊婦電話相談⇒出生届け時
相談⇒乳児全戸訪問の流れを継続して行う。

【健康・こども課健康づくり係】
母子健康手帳交付から乳児家庭全戸訪問までの流
れを継続して行った。
妊婦相談延べ件数：97件 Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
母子健康手帳交付⇒妊婦電話相談⇒出生届け時
相談⇒乳児家庭全戸訪問の流れを継続して行う。

健康・こども課（健康づくり係）

32

妊婦・乳幼児健康
診査の充実

妊婦や乳幼児の健
康の保持・増進や
病気の早期発見を
図るため、健康診
査の充実に努め
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
妊婦電話相談の際、妊婦健診・歯科健診の受診状
況確認を確実に行う。
乳幼児健康診査を行う。

【健康・こども課健康づくり係】
妊婦電話相談の際、妊婦健診・歯科健診の受診状
況の確認を確実に行った。
妊婦健診受診者延べ人数：748人
歯科健診受診者数：12人 Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
妊婦電話相談の際、妊婦健診・歯科健診の受診状
況確認を確実に行う。
乳幼児健康診査を行う。

健康・こども課（健康づくり係）

健康・こども課（健康づくり係）

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
内容やPR方法を工夫しながら、運動教室、生活習
慣病予防教室等を行う。

【生涯学習課社会教育係】
総合型地域スポーツクラブおよびスポーツ推進委
員と連携し、健康づくり教室を行う。

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
生活習慣病予防教室は新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により実施予定の半分の5回の開催となっ
た。参加者が健康づくりを継続できるように、健康アプ
リの活用のおすすめや、記録表の配布などを行った。
運動教室も新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より予定回数の6割ほどしか開催できなかったが、体操
に加え、屋外でのウォーキングや栄養士による栄養講
話なども行った。
参加者延人数：410人

【生涯学習課社会教育係】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により各種事業
を中止した。

健康診査事業の充
実

特定健診及び女性
特有の子宮頸が
ん・乳がん検診を
はじめ各種がん検
診を充実する。

【健康・こども課健康づくり係】
自治区、各種団体でPRを行う。
乳・子宮頸がん無料クーポン券を発行する。
商工会と連携した健診を行う。
がん検診を通年行う。
個別の乳・子宮頸がん検診を行う。
19歳から40歳未満の住民に健診を行う。

【健康・こども課健康づくり係】
自治区での健診PRは新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により希望の自治区のみとし、そのほかの自治
区には資料配布を行った。（PR：3区　資料配布：10区）
乳・子宮頸がん検診無料クーポン券をそれぞれ73人・
68人に送付し、18人・2人が受診した。
商工会の会員通知に健診案内を掲載し健診勧奨を実
施した。県の健康アプリでポイントを貯め、健診を受診
した人の中から抽選で商工会が発行する商品券を贈
呈する。
がん検診を日曜日に5回と平日毎日実施した。
個別の乳・子宮頸がん検診を実施した。
19歳から40歳未満の住民に若者健診を実施し、84人
が受診している。

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
自治区、各種団体で健診PRを行う
商工会と連携した健診の勧奨を行う。
乳・子宮頸がん検診無料クーポン券を発行する。
がん検診を通年行う。
個別の乳・子宮頸がん検診を行う。
19歳から40歳未満の住民に健診を行う。

Ⅲ
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健康・こども課（健康づくり係）
生涯学習課（社会教育係）

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

運動教室や食生活
改善等、疾病予防
のための健康教室
を実施する。

【健康・こども課健康づくり係】
内容やPR方法を工夫しながら、運動教室、生活習
慣病予防教室等を行う。

【生涯学習課社会教育係】
総合型地域スポーツクラブおよびスポーツ推進委
員と連携し、健康づくり教室を行う。

健康づくりの推進
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和3年度実施目標・計画 令和3年度実施状況・結果 令和3年度

達成度 令和4年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧
(令和3年度推進結果・令和4年度実施計画）

●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

33

子育て支援セン
ターの充実

地域全体で子育て
する基盤の形成を
図るため、子育て
家庭に対する育児
支援活動を企画・
調整・実施する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
出前たんぽぽ広場の継続と共に、子育て支援セン
ターの行事等も例年通り継続して行う。

【健康・こども課子育て支援係】
出前たんぽぽ広場を実施した。その他行事等につい
ては前年度通りの実施を当初予定していたが、新型
コロナウイルス感染症拡大の影響により一部実施で
きなかった。 Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
出前たんぽぽ広場の継続と共に、子育て支援セン
ターの行事等も例年通り継続して実施する。

健康・こども課（子育て支援係）

34

保育内容の充実 子育てに関する多
様なニーズに対応
するため、延長保
育、一時保育、病
児・病後児保育等
を行い、内容の充
実に努める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

健康・こども課子育て支援係】
延長保育や一時保育、病児病後児保育など従来の
施策を継続し国の動向を注意しながら必要な施策
を充実させていく。

【健康・こども課子育て支援係】
延長保育や一時預かり等従来の施策を継続しつつ、
各種制度について、広報や窓口で紹介し周知を行っ
た。

Ａ

健康・こども課子育て支援係】
延長保育や一時保育、病児病後児保育など従来の
施策を継続し国の動向を注意しながら必要な施策
を充実させていく。

健康・こども課（子育て支援係）

35

学童クラブ事業の
充実

女性が働きやすい
環境づくりや社会
参画しやすいよう
に、学童クラブ事業
の充実に努める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
引き続き学童保育料減免の周知を行い、利用者の
保育料の負担軽減を図る。

【健康・こども課子育て支援係】
保育料減免の周知を行い、利用者保育料の負担軽
減を行った。

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
引き続き学童保育料減免の周知を行い、利用者の
保育料の負担軽減を図る。

健康・こども課（子育て支援係）

36

子ども医療費の助
成

県の制度に芦屋町
独自の助成の拡大
を加えた子ども医
療費の助成を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【住民課保険年金係】
令和3年度より県の子ども医療費助成制度が拡充さ
れ、中学3年生まで助成対象となる。現制度の医療
費助成制度を継続し、近隣自治体の動向を注視す
る。また、国の施策として取り組むよう、県等に要望
する。

【住民課保険年金係】
現制度の医療費助成を実施した。
近隣自治体の実施状況について確認した。また、子
ども医療費助成制度は、自治体によって助成内容が
様々であり、居住している自治体によって子ども医療
費助成の格差が生まれているという課題があるた
め、県の制度化において、子ども医療費助成の拡充
をするよう県等へ要望した。

Ａ

【住民課保険年金係】
令和4年度に子ども医療費助成制度の対象者の拡
充を行う予定である。また、県の制度化において子
ども医療費助成の拡充をするよう、引き続き県等へ
要望していく。

住民課（保険年金係）

37

男女が共に担う育
児の啓発

男女が共に育児を
担うことの大切さに
ついての啓発を行
う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
町内保育所や幼稚園、子育て支援センターに対し、
男女が共に育児を担うことの大切さについての情報
を周知し啓発を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場、中央公民館の男女共同参画
コーナーにおいて啓発を行う。

【生涯学習課公民館・文化係】
中央公民館・芦屋東公民館・山鹿公民館・図書館に
おいて、啓発チラシなどを掲示する。

【健康・こども課子育て支援係】
子育て支援センターホームぺージで、日曜日開所の
案内の中でパパの来館について声掛けを行ってい
る。

【生涯学習課社会教育係】
広報やホームページ、役場、中央公民館の男女共
同参画コーナーにおいて啓発を行った。

【生涯学習課公民館・文化係】
中央公民館・芦屋東公民館・山鹿公民館・図書館に
おいて、啓発チラシなどを掲示した。

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
町内保育所や幼稚園、子育て支援センターに対し、
男女が共に育児を担うことの大切さについての情報
を周知し啓発を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場、中央公民館の男女共同参画
コーナーにおいて啓発を行う。

【生涯学習課公民館・文化係】
中央公民館・芦屋東公民館・山鹿公民館・図書館に
おいて、啓発チラシなどを掲示する。

健康・こども課（子育て支援係）
生涯学習課（社会教育係）
生涯学習課（公民館・文化係）

38

ひとり親家庭に対
する支援

ひとり親家庭への
生活支援に関する
各種制度の周知や
相談関係機関との
連携を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
ひとり親家庭への生活支援に関する各種制度や相
談窓口について、広報や窓口等で紹介し周知を行
う。また、各種関係機関との連携を図り、ひとり親家
庭への支援を引き続き行う。

【健康・こども課子育て支援係】
ひとり親家庭への生活支援に関する各種制度につ
いて広報や窓口で紹介し、周知を行った。また、窓口
で生活資金の貸し付け相談があった際、芦屋町社会
福祉協議会やグリーンコープ生活再生相談室の紹
介を行った。

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
ひとり親家庭への生活支援に関する各種制度や相
談窓口について、広報や窓口等で紹介し周知を行
う。また、各種関係機関との連携を図り、ひとり親家
庭への支援を引き続き行う。

健康・こども課（子育て支援係）
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和3年度実施目標・計画 令和3年度実施状況・結果 令和3年度

達成度 令和4年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧
(令和3年度推進結果・令和4年度実施計画）

●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

39

育児相談の充実 育児に関する悩み
や不安の解消のた
め、各種乳幼児健
診の機会や子育て
支援センター等で
相談業務を充実す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
子育て支援センターと協力して相談事業を行う。
乳幼児健康診査や窓口などの機会を捉えて相談を
行う。

【健康・こども課子育て支援係】
子育て支援センターでの相談業務を行う。また、子
育て世代包括支援センターの周知を継続し、相談
業務を行う。

【健康・こども課健康づくり係】
子育て支援センターと協力して相談事業を実施す
る。
乳幼児健康診査や窓口などの機会を捉えて相談を
実施する。
母子相談件数：136人

【健康・こども課子育て支援係】
子育て支援センターでの相談業務を実施した。ま
た、子育て世代包括支援センターの周知や相談業
務を実施した。

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
子育て支援センターと協力して相談事業を行う。
乳幼児健康診査や窓口などの機会を捉えて相談を
行う。

【健康・こども課子育て支援係】
子育て支援センターでの相談業務を継続する。ま
た、子育て世代包括支援センターの周知を継続し、
相談業務を実施する。

健康・こども課（健康づくり係）
健康・こども課（子育て支援係）

40

訪問指導の充実 乳児の全戸訪問を
実施し、個々の
ニーズにあわせた
保健指導を充実す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
乳児全戸訪問、乳幼児健康診査未受診者訪問を継
続して行う。

【健康・こども課健康づくり係】
全戸訪問、乳幼児健康診査未受診者訪問を継続し
て実施した。訪問数（新生児3人、乳児95、幼児18
人）

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
乳児家庭全戸訪問、乳幼児健康診査未受診者訪
問を継続して行う。

健康・こども課（健康づくり係）
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和3年度実施目標・計画 令和3年度実施状況・結果 令和3年度

達成度 令和4年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧
(令和3年度推進結果・令和4年度実施計画）

●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

42

介護予防事業の充
実

高齢者が健やかな生
活を維持できるよう
に、介護予防の啓発
や実践教室を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【福祉課高齢者支援係】
自治区公民館体操、いきいき昼食会、認知症予防
教室、サロン事業を継続して、介護予防や認知症予
防に取り組む。

【福祉課高齢者支援係】
自治区公民館体操（18地区）、いきいき昼食会（1回）、認
知症予防教室（3回×2コース）、及びサロン事業（23地
区）で介護予防、認知症予防に取り組んだ。 Ａ

【福祉課高齢者支援係】
自治区公民館体操、いきいき昼食会、認知症予防教
室、サロン事業を継続して、介護予防や認知症予防に
取り組む。

福祉課（高齢者支援係）

43

相談体制の充実 介護に従事する人
の悩みや不安の解
消を図るとともに、
高齢者や障がい者
からの相談につい
て、必要に応じた情
報提供に努める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【福祉課高齢者支援係】
地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相談、
権利擁護、介護支援専門員の支援を行う。

【福祉課障がい者・生活支援係】
広報やホームページ、障がいのしおり（身体・療育・精
神）等を通じて、相談支援体制の周知を図る。
障がい者の相談について適切に対応できるよう、相談支
援事業所のほか、必要時は関係機関との連携を行う。

【福祉課高齢者支援係】
地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相談、権
利擁護に関する相談を窓口や家庭訪問にて実施した。ま
た、介護支援専門員からの相談対応やプランチェック等
の支援を行った。

【福祉課障がい者・生活支援係】
障がい者やその家族等に対して、養育・生活の相談に応
じる「身体・知的障がい者相談員」について、広報・ホーム
ページで周知を行った。
相談支援事業所（みどり園、まつかぜ荘）やサービス事
業所と連携し、障がい者の相談に対応した。

Ａ

【福祉課高齢者支援係】
地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相談、
権利擁護、介護支援専門員の支援を行う。

【福祉課障がい者・生活支援係】
広報やホームページ、障がいのしおり（身体・療育・精
神）等を通じて、相談支援体制の周知を図る。
障がい者の相談について適切に対応できるよう、相談支
援事業所のほか、必要時は関係機関との連携を行う。

福祉課（高齢者支援係）
福祉課（障がい者・生活支援係）

45

生涯学習講座の充
実

趣味や教養、健康、
スポーツレクリエー
ション等、生きがい対
策をテーマとした生
涯学習講座を充実す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
生涯学習講座「あしや塾」の作成を行い、講座の周
知や充実に努める。

【生涯学習課社会教育係】
掲載事業調査を行い、役場の生涯学習講座の集約を
行った。令和3年度生涯学習講座「あしや塾」を
発行（令和3年4月1日発行）し、講座の周知や充実に努
めた。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
生涯学習講座「あしや塾」の作成を行い、講座の周
知や充実に努める。

生涯学習課（社会教育係）
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福祉課（高齢者支援係）
福祉課（障がい者・生活支援係)

【福祉課高齢者支援係】
・老人クラブの活動支援
・高齢者能力活用事業の実施
・地域交流サロンの支援

【福祉課障がい者・生活支援係】
「障がい者レクスポ大会」や「身体障がい者体育大
会」の開催に際して、人的・物的支援を行うことで大
会を充実させ、障がい者の社会参加を促進する。
ホームページや人権まつり等で芦屋町障がい者差
別解消条例を周知し、障がい者差別の解消と障が
い者の社会参加を促進する。

Ａ

【福祉課高齢者支援係】
・老人クラブの活動支援
・高齢者能力活用事業の実施
・地域交流サロンの支援

【福祉課障がい者・生活支援係】
「障がい者レクスポ大会」や「身体障がい者体育大
会」の開催に際して、人的・物的支援を行うことで大
会を充実させ、障がい者の社会参加を促進する。
ホームページや人権まつり等で芦屋町障がい者差
別解消条例を周知し、障がい者差別の解消と障が
い者の社会参加を促進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【福祉課高齢者支援係】
老人クラブ活動について、活動経費を補助するとともに、
行事等の際には職員による人的支援等を行った。また、
広報紙で活動紹介を行い、新会員の加入促進に向けた
協力を行った。
高齢者能力活用事業の実施については、芦屋町社会福
祉協議会への委託により適正に実施したほか、広報紙に
登録者募集記事を掲載し、住民への事業周知を行った。
地域交流サロン実施地区同士の交流会は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響により中止した。

【福祉課障がい者・生活支援係】
「身体障がい者体育大会」の開催に際し、支援を行うこと
で大会充実させ、障がい者の社会参加を促進することが
できた。「障がい者レクスポ大会」は新型コロナウイルス
感染症拡大の影響により中止となり、支援を行うことがで
きなかった。
障がい者に対する差別をなくし、社会参加を促進するた
め、芦屋町障がい者差別解消条例について広報12月号
及びホームページで周知を行った。また、パンフレットを
窓口に配架するとともに、成人式で配布を行った。

41

44

高齢者・障がい者
の社会参加の支援
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【福祉課高齢者支援係】
ホームページや広報紙に在宅福祉サービスについて掲
載し、転入・相談・訪問時等に福祉サービスガイドを配布
した。また、介護サービス事業者、民生委員等を通じて
サービスの周知を図った。

【福祉課障がい者・生活支援係】
相談対応及び障害者手帳交付時に「福祉のしおり（身
体・療育・精神）」を配布して、町の障がい福祉サービスの
説明を行った。
制度の改正や拡充など最新の情報を広報・ホームページ
に掲載し、周知を行った。
民生委員が障害福祉サービスについて理解を深めること
ができるよう、「福祉のしおり」を配布し、情報提供を行っ
た。
障がい者を養護する保護者に対して県等が主催する学
習会や勉強会を広報・ホームページで案内した。
中間・遠賀地域の一市四町で「地域生活支援拠点等事
業」の機能の充実を図り、障害福祉サービス事業所等の
社会資源を集約し、ホームページで周知を行った。

福祉課（高齢者支援係）
福祉課（障がい者・生活支援係）

【福祉課高齢者支援係】
高齢者の在宅福祉サービスを継続して実施する。
ホームページや広報紙に在宅福祉サービスについて掲
載し、転入・相談・訪問時等に福祉サービスガイドを配布
する。また、介護サービス事業者、民生委員等を通じて
サービスの周知を図る。

【福祉課障がい者・生活支援係】
相談対応時等において、各種障がい福祉サービスの報
提供を行う。
広報やホームページ、福祉のしおりを通じて、各種サー
ビスの情報提供を行う。
障がい者の家族等に対して県等が主催する学習会や研
修会を案内する。
中間・遠賀地域における障害福祉サービス事業所等の
社会資源を集約し、ホームページにて情報提供する。

Ａ

【福祉課高齢者支援係】
高齢者の在宅福祉サービスを継続して行う。
ホームページや広報紙に在宅福祉サービスについて掲
載し、転入・相談・訪問時等に福祉サービスガイドを配布
する。また、介護サービス事業者、民生委員等を通じて
サービスの周知を図る。

【福祉課障がい者・生活支援係】
相談対応時等において、各種障がい福祉サービスの報
提供を行う。
広報やホームページ、福祉のしおりを通じて、各種サー
ビスの情報提供を行う。
障がい者の家族等に対して県等が主催する学習会や研
修会を案内する。
中間・遠賀地域における障害福祉サービス事業所等の
社会資源を集約し、ホームページにて情報提供する。

要援護高齢者・障
がい者への支援
と、その家族の身
体的・精神的・経済
的負担の軽減を図
るための、各種在
宅サービスや学習
機会の充実に努め
る。

在宅福祉サービス
の充実

高齢者や障がい者
が充実した生活が
出来るよう支援を
行い、いきいきと安
心して社会参加で
きる機会の提供や
環境整備を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和3年度実施目標・計画 令和3年度実施状況・結果 令和3年度

達成度 令和4年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧
(令和3年度推進結果・令和4年度実施計画）

●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

47

48

関係機関との連携 被害者保護や支援
を効果的かつ迅速
に対応するため、
県等の関係機関と
の連携を密にし、情
報の管理、共有化
を行い、問題解決
を進める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【福祉課障がい者・生活支援係】
被害者の保護のため、福祉事務所等機関と連携
し、適切な対応に努めるとともに、福岡県配偶者か
らの暴力防止対策宗像・遠賀地域連絡会議におい
て、関係機関との情報共有を行う。
芦屋町DV等対策庁内連絡会議を開催し、DV対策
の情報共有を図るとともに、支援が必要な場合はそ
の内容を協議する。

【福祉課障がい者・生活支援係】
福岡県配偶者からの暴力防止対策宗像・遠賀地域
連絡会議に出席し、関係機関との情報共有を行っ
た。
3課会議（子育て・教育・福祉）において、DVの恐れ
がある者についての情報交換を行った。
6月に芦屋町DV等対策庁内連絡会議を開催し、ＤＶ
の閲覧制限の現状、取扱注意点、他自治体での事
例等、基本的な内容について、新人職員も交え情報
共有を行った。

Ａ

【福祉課障がい者・生活支援係】
被害者の保護のため、福祉事務所等機関と連携
し、適切な対応に努めるとともに、福岡県配偶者か
らの暴力防止対策宗像・遠賀地域連絡会議におい
て、関係機関との情報共有を行う。
芦屋町DV等対策庁内連絡会議を開催し、DV対策
の情報共有を図るとともに、支援が必要な場合はそ
の内容を協議する。

福祉課（障がい者・生活支援係）

福祉課（障がい者・生活支援係）
生涯学習課（社会教育係）
学校教育課（学校教育係）

【福祉課障がい者・生活支援係】
国・県から配布される啓発ポスターの掲示やカード
の設置を行い、啓発を行う。
広報及びホームページでＤＶに関する情報提供や
相談窓口等の周知を行う。

【生涯学習課社会教育係】
広報紙への掲載などを通じてＤＶに関する情報提供
や防止啓発を図る。

【学校教育課学校教育係】
児童・生徒指導教諭・養護教諭・担任が連携して、
児童・生徒の相談・早期発見・支援を図る。児童・生
徒に向けたデートDV防止のための啓発活動を、学
校と連携して行う。

Ａ

【福祉課障がい者・生活支援係】
国・県から配布されるポスターの掲示やカードの設
置を行い、啓発を行う。

【生涯学習課社会教育係】
広報紙への掲載などを通じてＤＶに関する情報提供
や防止啓発を図る。

【学校教育課学校教育係】
児童・生徒指導教諭・養護教諭・担任が連携して、
児童・生徒の相談・早期発見・支援を図る。児童・生
徒に向けたデートDV防止のための啓発活動を、学
校と連携して行う。

【福祉課障がい者・生活支援係】
国・県から配布された啓発ポスターを、庁舎内、町民
会館、総合体育館等に掲示し、啓発を行った。
広報11月号やホームページで、「女性に対する暴力
をなくす運動期間（11/12～25）」「女性の人権ホットラ
イン強化週間」及び相談窓口について周知を行っ
た。

【生涯学習課社会教育係】
役場、中央公民館の男女共同参画コーナーにおい
て情報提供、防止啓発を行った。

【学校教育課学校教育係】
教員が一丸となり、児童・生徒の相談・早期発見・支
援をに努めた。児童・生徒に対しては、学習指導要
領に従い、年間を通して、発達段階に応じた教育を
実施した。（主に道徳の授業）また、国や県が発行す
る啓発物を配布することで啓発活動にも努めた。

福祉課（障がい者・生活支援係）
生涯学習課（社会教育係）
総務課（庶務係）

【福祉課障がい者・生活支援係】
相談体制を充実させるため、職員のスキルアップ研
修等に参加するとともに、早急な支援に繋がるよう
相談窓口の周知を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページなどでＤＶに関する各種相談窓口の周
知を行う。

【総務課庶務係】
ホームページや広報紙において、無料法律相談の
周知を行い、弁護士の相談を受ける機会を提供す
る。

Ａ

【福祉課障がい者・生活支援係】
広報11月号やホームページで、「女性に対する暴力
をなくす運動期間（11/12～25）」「女性の人権ホットラ
イン強化週間」の周知とともに、相談窓口についても
周知を行った。
DV相談ナビ（内閣府）の紹介カードを役場一階、3公
民館（山鹿、東、中央）の女子トイレに設置した。
福岡県配偶者からの暴力防止対策宗像・遠賀地域
連絡会議（主催：宗像・遠賀保健福祉環境事務所）に
出席し、関係機関との情報共有を行い、職員のスキ
ルアップに努めた。
ホームページでのＤＶ相談窓口等の情報掲載につい
て、生涯学習課と福祉課のページで情報が混在して
いたため、内容を整理し、福祉課のページに集約化
することで検索がスムーズに行えるようホームペー
ジの改善を行った。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場と中央公民館の男女共同参画
コーナーにおいて、ＤＶに関する各種相談窓口につ
いて周知を行った。

【総務課庶務係】
ホームページ、広報紙において、無料法律相談の周
知を行い、年6回　35名の相談を受けた。

【福祉課障がい者・生活支援係】
相談体制を充実させるため、職員のスキルアップ研
修等に参加するとともに、早急な支援に繋がるよう
相談窓口の周知を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページなどでＤＶに関する各種相談窓口の周
知を行う。

【総務課庶務係】
ホームページや広報紙において、無料法律相談の
周知を行い、弁護士の相談を受ける機会を提供す
る。実

施
実
施

実
施

実
施
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46
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

ＤＶを防止するため
の啓発を行うととも
に、ＤＶが人権侵害
であることを広く周
知する。
交際相手からの暴
力（デートDV）の防
止のため若年層へ
の啓発の充実を図
ります。

ＤＶ根絶に向けた啓
発

実
施

ＤＶに対する相談体
制を充実するととも
に、相談窓口を周
知する。

相談体制の充実
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和3年度実施目標・計画 令和3年度実施状況・結果 令和3年度

達成度 令和4年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧
(令和3年度推進結果・令和4年度実施計画）

●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

50

51

関係機関との連携 被害者保護や支援
を効果的かつ迅速
に対応するため、
県等の関係機関と
の連携を密にし、情
報の管理、共有化
を行い、問題解決
を進める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
相談及び通報があった場合は、児童相談所等の関
係機関と連携を密にして情報の収集、管理、共有化
を行うとともに、必要に応じ、ケース会議を行い、問
題解決に向けて対処する。

【学校教育課学校教育係】
健康・こども課等関係機関と連携し情報収集に努め
るとともに、ケース会議及び生徒指導情報交換会を
行い、情報共有を図りながら問題解決に努める。

【健康・こども課子育て支援係】
相談や通報があった場合は、児童相談所等の関係
機関と連携し、協議を行い対応した。

【学校教育課学校教育係】
健康・こども課等関係機関と連携し、情報収集に努
めるとともに、ケース会議の実施及び生徒指導情報
交換会を実施し、情報共有を図りながら問題解決に
努めた。

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
相談及び通報があった場合は、児童相談所等の関
係機関と連携を密にして情報の収集、管理、共有化
を行うとともに、必要に応じ、ケース会議を実施し、
問題解決に向けて対処する。令和4年4月に「芦屋
町子ども家庭総合支援拠点」を健康・こども課内に
設置する。

【学校教育課学校教育係】
健康・こども課等関係機関と連携し情報収集に努め
るとともに、ケース会議の実施及び生徒指導情報交
換会を実施し、情報共有を図りながら問題解決に努
める。

健康・こども課（子育て支援係）
学校教育課（学校教育係）

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
窓口等にパンフレットを設置し、町公共機関に対し
てもパンフレットの設置やポスターの掲示を依頼す
る。また、児童虐待防止月間の11月に、児童虐待
防止についての記事を広報誌に掲載し、啓発活動
を行う。

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
人権問題の課題として広報紙などを通じた啓発活
動を行う。

健康・こども課（子育て支援係）
学校教育課（学校教育係）
生涯学習課（社会教育係）

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
窓口等にパンフレットを設置し、町公共機関に対し
てもパンフレットの設置やポスターの掲示を依頼す
る。また、児童虐待防止月間の11月に、児童虐待
防止についての記事を広報誌に掲載し、啓発活動
を行う。

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
人権問題の課題として広報紙などを通じた啓発活
動を行う。

【健康・こども課子育て支援係】
窓口等に児童虐待予防のパンフレット等を設置し
た。保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校
に児童虐待防止のポスターを配布した。児童虐待防
止月間の11月に、児童虐待防止についての記事を
広報誌に掲載し、啓発活動を行った。

【学校教育課学校教育係】
学習指導要領に従い、年間をとして発達段階に応じ
た教育を実施した。（主に道徳の授業）

【生涯学習課社会教育係】
広報紙に児童虐待に関する記事を掲載し、児童虐
待が人権侵害であることを広く周知したほか、人権
啓発冊子に子どもの権利についての記事を掲載し、
子どもの人権についての啓発に努めた。

49
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暴力防止のための
啓発

児童虐待を防止す
るための啓発を行
うとともに、暴力が
人権侵害であるこ
とを広く周知する。

実
施

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
児童虐待の被害者で保護が必要とされる児童に対
し、安全で迅速に支援ができるよう児童相談所等の
関係機関との連携を継続し対応する。ホームペー
ジ、広報紙などで相談窓口を周知する。

【学校教育課学校教育係】
教育相談員やスクールソーシャルワーカーを中心
に情報収集を図るとともに、児童虐待の早期発見、
支援に向けた関係機関との協議を行う。

【生涯学習課社会教育係】
令和5年度人権カレンダーに児童虐待に関する相
談窓口を掲載する。

健康・こども課（子育て支援係）
学校教育課（学校教育係）
生涯学習課（社会教育係）

保護・相談体制の
整備

児童虐待に関し
て、地域の民生委
員、児童委員とネッ
トワークの整備を図
り、被害者の早期
発見及び安全で迅
速に保護されるよう
に努める。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
児童虐待の被害者で保護が必要とされる児童に対
し、安全で迅速に支援ができるよう児童相談所等の
関係機関との連携を継続し対応する。

【学校教育課学校教育係】
教育相談員やスクールソーシャルワーカーを中心
に情報収集を図るとともに、児童虐待の早期発見、
支援に向けた関係機関との協議を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページ、広報紙などで相談窓口を周知する。

【健康・こども課子育て支援係】
相談や通報があった場合は、児童相談所等の関係
機関と連携し、協議を行い対応した。ホームページ、
広報紙などで相談窓口を周知した。

【学校教育課学校教育係】
教育相談員やスクールソーシャルワーカーを中心に
情報収集を図るとともに、児童虐待の早期発見、支
援に向けた関係機関との協議を行った。

【生涯学習課社会教育係】
令和4年人権カレンダー（令和3年12月25日発行）に
児童虐待に関する相談窓口を掲載し、ホームページ
で周知した。
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向
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施策 具体的施策 内　容

年度
令和3年度実施目標・計画 令和3年度実施状況・結果 令和3年度

達成度 令和4年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧
(令和3年度推進結果・令和4年度実施計画）

●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

52

推進プランの進捗
状況の把握と諸施
策の推進

社会情勢の変化に
合わせた施策の見
直しを随時行う。ま
た、男女共同参画
審議会において推
進プランの進捗状
況を毎年度チェック
し、諸施策を推進す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
見直しを行うものがあれば、随時対応する。また、
各課の進捗状況を確認する。

【生涯学習課社会教育係】
令和4年2月に各課に対し事業調査を行い進捗状況
を確認した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
見直しを行うものがあれば、随時対応する。また、
各課の進捗状況を確認する。

生涯学習課（社会教育係）

53

公共施設の施設整
備

公共施設の新設、
改築等に伴い、男
女がともに育児・介
護等がしやすい施
設整備を検討す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【財政課契約管財係】
庁舎玄関前に点字ブロック等の整備を行う。

【財政課契約管財係】
庁舎玄関前に点字ブロック等を整備した。

【生涯学習課芦屋釜振興係】
芦屋釜の里の多目的トイレにベビーシートを設置し
た。

Ａ

【全庁】
該当するものがあれば検討し、必要に応じて施設
整備等を行う。

全庁

54

特定事業主行動計
画の推進

「次世代育成支援対
策推進法」及び「女性
の職業生活における
活躍の推進に関する
法律（女性活躍推進
法）」に基づく特定事
業主行動計画を推進
する。
また、女性職員の役
職者（係長以上）の
登用率を、2020年度
までに20％以上とす
ることを目指す。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【総務課人事係】
福岡県市町村職員研修所等と連携し、女性職員向
けの研修への参加を推進し、意識啓発を図る。
性別にとらわれない人事配置を行い、男女問わず
能力を充分に発揮することができる組織風土を醸
成する。

【総務課人事係】
福岡県市町村職員研修所等において実施された女
性職員向けの研修について職員に周知した。
令和3年度から5年間の第2期特定事業主行動計画
を策定した。

Ａ

【総務課人事係】
福岡県市町村職員研修所等と連携し、女性職員向
けの研修への参加を推進し、意識啓発を図る。
性別にとらわれない人事配置を行い、男女問わず
能力を充分に発揮することができる組織風土を醸
成する。

総務課（人事係）

55

イクボス宣言の推
進

北九州都市圏域に
おける働き方改革
推進のための共同
イクボス宣言に基
づき働き方改革に
関連する事業を推
進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
働き方改革に関する情報があった場合は、関係す
る部署へ情報提供する。

【産業観光課商工観光係】
情報があった場合は、関係する部署に対して、情報
の提供を行い、事業の推進を図る。

【総務課人事係】
管理職向けの研修への参加を推進し、意識啓発を
図る。

【生涯学習課社会教育係】
関係する部署に対して、働き方改革に関する情報の
提供を行った。

【産業観光課商工観光係】
関係する部署に情報提供を行った。

【総務課人事係】
管理職向けの研修について周知した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
働き方改革に関する情報があった場合は、関係す
る部署へ情報提供する。

【産業観光課商工観光係】
情報提供があった場合は、関係する部署に対して
情報の提供を行い、事業推進を図る。

【総務課人事係】
管理職向けの研修への参加を推進し、意識啓発を
図る。

生涯学習課（社会教育係）
産業観光課（商工観光係）
総務課（人事係）

①
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達成度 令和4年度実施目標・計画 担当課

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧
(令和3年度推進結果・令和4年度実施計画）

●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるもの

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／ ･･･ 達成度なし

56

男女共同参画審議
会の設置

男女共同参画社会
の形成の推進に関
する施策の基本と
なる計画の策定や
計画の実施状況等
について、必要な
調査及び審議を行
う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画審議会を開催し、プランの進捗状況
等について審議、報告を行う。

【生涯学習課社会教育係】
第3次芦屋町男女共同参画推進プラン策定にかかる
会議を開催し、住民アンケート案の検討を行った。
また、令和4年3月に男女共同参画審議会を実施し、
プランの進捗状況の報告、審議を行う予定。 Ａ

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画審議会を開催し、プランの進捗状況
等について審議、報告を行う。また、第3次芦屋町
男女共同参画推進プラン計画素案作成のための会
議を令和4年8～9月に開催する予定。

生涯学習課（社会教育係）

57

職員ワーキング
チームの設置

男女共同参画の推
進に係る協議事項
や住民意識調査な
どについて専門的
に検討を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
ワーキングチーム会議の開催は予定していない
が、必要な協議事項が生じれば開催する。

【生涯学習課社会教育係】
現行プランが令和5年3月をもって終了するため、第3
次芦屋町男女共同参画推進プラン策定に向け、職
員ワーキングチームを設置し、会議を開催した。 Ａ

【生涯学習課社会教育係】
第3次芦屋町男女共同参画推進プラン計画素案作
成のための職員ワーキングチーム会議を令和4年5
月に開催する予定。

生涯学習課（社会教育係）

58

推進プランの進捗
状況や各種情報の
提供

推進プランの進捗
状況や各種情報を
積極的に公開し、
住民との情報共有
に努める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
令和2年度の第2次男女共同参画推進プラン推進結
果をホームページにおいて公表する。

【生涯学習課社会教育係】
令和2年度の第2次男女共同参画推進プラン推進結
果をホームページにおいて公表した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
令和3年度の第2次男女共同参画推進プラン推進結
果をホームページにおいて公表する。

生涯学習課（社会教育係）

59

職員研修の充実 職員を対象とした
男女共同参画に関
する研修を開催し、
意識の向上を行う。

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
職員を対象とした研修会の開催を予定していないた
め、職員に対し住民を対象とした講演会への積極
的な参加を促す。

【総務課人事係】
職員を対象とした研修会を予定していないため、未
実施。

【生涯学習課社会教育係】
今年度は職員を対象とした研修会を予定していない
ため実施していない。
職員に対し住民を対象とした講演会への積極的な参
加を促す予定であったが、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により中止した。

【総務課人事係】
職員を対象とした研修会を予定していなかったた
め、未実施。

【生涯学習課社会教育係】
職員を対象とした研修会を実施し、意識の向上を図
る。

【総務課人事係】
多くの職員が研修を受講できるように、研修方法に
ついて、生涯学習課と連携を図る。

生涯学習課（社会教育係）
総務課（人事係）

60

職員への情報提供 職員に対して男女
共同参画に関する
情報提供を行い、
意識啓発を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
国・県等からの情報を適宜、職員に周知する。

【総務課人事係】
国・県等からの情報を適宜、職員に周知する。

【生涯学習課社会教育係】
国や県からの情報を、関連課・係に対し周知したほ
か、役場の男女共同参画コーナーで情報提供した。

【総務課人事係】
福岡県市町村職員研修所等において実施された女
性職員向けの研修について職員に周知した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
国・県等からの情報を適宜、職員に周知する。

【総務課人事係】
国・県等からの情報を適宜、職員に周知する。

生涯学習課（社会教育係）
総務課（人事係）

②
推
進
体
制
の
充
実

③
職
員
の
意
識
向
上

計
画
を
実
施
す
る
組
織
づ
く
り

計
画
を
実
施
す
る
組
織
づ
く
り

13 / 13 ページ


